
 

 

 

自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送）の登録について 
 

本市が運行している市町村運営有償運送（気高循環バス、絹見バス）は、令和５年

９月３０日をもって３年間の有効期間が満了。令和５年１０月１９日に中国運輸局鳥

取運輸支局より更新がなされていないとの指摘を受けた。 

交通空白地において自家用自動車を使用して有償で運行する場合、道路運送法の規

程により国土交通大臣の登録を受け、有効期間満了までに更新の登録を受ける必要が

あるが、更新手続きを行っていなかった。 

そのため、至急、引き続き、当該地域の生活交通を維持・確保する必要があるた

め、市町村運営有償運送の登録を行う。 

 ※登録が完了するまでは、運行事業者により無償運行を行う。１０月１日～

１９日までに収受した使用料（運賃）については、本人申請に基づき返金予

定。 

 

１． 運行概要・・変更なし 

気高循環バス（気高町、鹿野町）・・・㈱翼運輸 

絹見バス（気高町、青谷町）・・・(有)ニュー青谷タクシー 

 

※運行ルート、運行時刻・・別紙添付 

 

２． 使用料・・・変更なし 

別紙のとおり 

 

案件１ 



 

鳥取市鹿野町
鹿野  

 

鳥取市鹿野町
今市  

 

鳥取市気高町
浜村  

鳥取市気高町
新町一丁目  

 

鳥取市鹿野町今市  

鳥取市気高町下石  

鳥取市鹿野町
鹿野  

鳥取市鹿野町鹿野  

鳥取市気高町山宮  

 

鳥取市鹿野町
河内  

 

鳥取市鹿野町
小別所 先 

鳥取市鹿野町
鷲峯  

 

鳥取市気高町山宮  

鳥取市気高町殿 先 
 

鳥取市気高町殿  

鳥取市鹿野町
鷲峯  

 

鳥取市鹿野町
末用  

 

鳥取市鹿野町
今市  

 

鳥取市気高町宝木  

鳥取市鹿野町鹿野  

鳥取市気高町
宝木  

 

鳥取市気高町
勝見  

 

鳥取市気高町
下坂本  

 

鳥取市気高町飯里  

鳥取市気高町北浜一丁目  

鳥取市気高町
八束水  

 

鳥取市気高町八束水  

鳥取市鹿野町鹿野  

鳥取市鹿野町鹿野  

鳥取市鹿野町
鹿野  

 

鳥取市鹿野町
鹿野  

 

新路線図（気高・鹿野） 

鳥取市鹿野町
今市  

 



 

18.鳥取市
絹見 394-6 
7.2km 

17.鳥取市気高町
八束水 1296-9 
4.0km 17.鳥取市

4308-5 

18.鳥取市
3474 

19.鳥取市 絹見 983 

19.鳥取市
39-2 

3.7km 

新路線図（気高・青谷） 

※すべてフリー乗降区間 











【路線又は運送の区域ごとの対価の額】 

（必要に応じ関係資料を添付のこと） 

 

区  分 運送の対価（乗車１回につき） 

現金 

 

中学生以上 ２００円 

小学生 １００円 

幼児 無料 

障害者等 １００円 

期間乗車券 一般 ４００円に有効期間内の運行日数を乗じた額 

中学生以上 ４００円に有効期間内の運行日数を乗じた額 

小学生 ２００円に有効期間内の運行日数を乗じた額 

障害者等 ２００円に有効期間内の運行日数を乗じた額 

備考 

１ 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

（１）身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費（指定

難病）医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその介護人  

（２）介護保険法 (平成 9 年法律第 123 号 )の規定により要介護状態又は要支援状

態と認定された者及びその介護人  

 

２ 運賃の減免について  

（１）自家用有償バスの運行路線を含む路線の路線バス定期券又は回数券を降車

の際に提示した者 使用料の全額  

（２）自家用有償バスの運行路線を含む路線を運行する路線バスから自家用有償

バスに乗り継ぐ利用者であって、当該路線バスの車内で発行された乗継券を降車

の際に提示した者 使用料の半額  

 


